
2014～2015年度 No.1

　第 　２　回 委員会名

委員長名

開催　日時

開催　場所

塩月地区ガバナー 近藤第１副地区ガバナー 村木第２副地区ガバナー

○  L　木島庄市委員長 ○  L　本橋光一郎副委員長  L　土橋正富副委員長

○  L  足立宏道副委員長 ○  L　藤井良一副委員長 ○  L　杉田昇副委員長

○  L　佐藤隆造委員  L　平野信司委員 ○  L　平本昭英委員

○  L　七海幸子委員 ○  L　横山莊司委員  L　岡野弘志委員

 L　後藤登担当副幹事

○  L　菅原雅雄SPA ○  L　竹本裕美SPA
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作　成　者

委　員　会　報　告

司会・進行　Ｌ 足立宏道副委員長

ガバナー挨拶　（委員長挨拶）

前回議事録確認

　２０１４年　９月１７日　水曜日　　　　　１３　時　３０　分　～　１５　時　３０　分

キャビネット事務局会議室

　出席オブザーバー

会則・会員委員会

 L　木 島 庄 市

出　席　者

キャビネット報告（担当副幹事）

審　議　　別紙議題による

日程確認・調整

次回開催確認

審議経過事項の概要

木島庄市委員長より挨拶があった。

次回開催日時
　　　　　　場所

横山莊司委員より第１回委員会の議事録が読み上げられ、議事録の確認がなさ

れた。

担当副幹事欠席のため報告はなかった。

審議

⑴複合地区会則の改正に伴う３３０－Ａ地区の規則等の改正の必要性について

　　前期の３３０複合地区年次大会において、複合地区会則第２０条の改正が

　なされたが、これにより３３０－Ａ地区の年次大会議事規則、代議員会にお

　ける選挙に関する事項、地区ガバナー・第１及び第２副地区ガバナー選挙規

　定に改正すべき部分があるかについて審議が行なわれたが、特に改正すべき

　事項は見当たらないとの結論に達した。

　２０１４年　１０月　７日　火曜日　　　１３　時　３０　分　～　１５　時　３０　分

　Ｌ

次　　　第

議　　　題
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　①第９条第２項（１２）

　　して審議が続けられたが、結論は次回の委員会で出されることとされた。

　③第１３条第１項

No.2

　　て規制があるが、もっとゆるやかにして例えば副地区ガバナーなどは規制

　　対象からはずす方がよいとの意見や、もっと厳しくして元地区ガバナーも

　　規制対象とすべきとの意見などがあったが、この規定は前期改正されたば

　　かりであり、今期また連続して改正を求めるのは妥当でないとの結論に達

　　した。

⑵地区ガバナー・第１及び第２副地区ガバナー選挙規定について

　　　地区ガバナー、第１副地区ガバナーは登録料は不要であるとの意見、必

　　　現在、現・前地区ガバナー及び副地区ガバナーについて選挙運動につい

議　　　題

　　また第２副地区ガバナーについての登録料の金額を下げた方がよいとの意

　　発送日はもっと前にした方がよいとの意見があり、今期の選挙に関する日

　　程等を確認のうえ次回結論を出すこととされた。

　　見、このままでよいとの意見等があり、実際の選挙の際の決算額等を考慮

　　　選挙公報は実際上の運用としてクラブ事務局に送られるため、５日前の

審議経過事項の概要

　②第６条

　　要であるが金額を下げてもよいとの意見、このままでよいとの意見があり、

　　発送では代議員の手元に届くのが投票日の前日などということもあるので、

次回日程調整の結果

次回は２０１４年１０月７日（火）１３時３０分とされた。


